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図面等の交付申請及び機密保持誓約書

　令和８年６月１日公示の浜松拘置支所実施設計業務について、下記事項を厳守しますので、図面等の交付（パスワードの交付）をお願いします。
記
１　本件手続以外の目的に利用しないこと。
２　本件手続に参加しない場合、不選定又は不採用通知を受けた場合、見積合わせを終えた場合は、直ちに図面等のデータを復元できないよう消去するとともに、印刷等した場合についても復元ができない状態に破棄すること。
３　社の内外を問わず、本件手続に関わらない第三者に対し、図面等を提示しないこと。
４　社の内外を問わず、本件手続に関わらない第三者に対し、図面等の内容が漏えいすることのないようにすること。
５　本件手続に関与した者が異動した後においても、機密が保持されるよう措置を講じること。
６　図面等の内容の漏えい等によって機密が侵害され、貴省に損害を与えた場合には、損害を賠償する責任があることを認めること。
７　その他、図面等の機密保持に関して適切な措置を講じること。
８　パスワードについては、他者に知られることがないよう担当者が確実に管理し、使用後は消去すること。
※「図面等」には、特記仕様書、選定通知と同時に送付される資料等を含む。
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